
                                      第６章 国際事務局に対する手続 

 

 

第第６６章章    国国際際事事務務局局にに対対すするる手手続続  

第１節 手続の原則 

 

１．手続の原則 

 

（１）国際事務局に対する手続には、国際事務局が定めた様式を使う手続と、様式化されていない

手続があります。 

様式化されていない手続としては、代理人の選任の記録の取消し請求等があります。様式化さ

れていない手続を行う場合には、提出する書簡に国際登録を特定する記載とその内容を記載しな

ければなりません。 

 

（注）【ＭＭ２】の願書は、必ず本国官庁へ提出しなければなりませんが、それ以外の手続様式

（【ＭＭ４】、【ＭＭ５】、【ＭＭ１１】 を含む。概要は第４章第４節～８節を参照）については全て直

接国際事務局へ提出することができます。他のＭＭ様式や様式化されていない請求の概要は、

本章の第３節を参照してください。 

 

（２）また、上記のほか、WIPOが提供するオンライン・ツールeMadridにより、国際事務局に対し各種申

請を行うことができます。 

  ＜eMadrid＞ https://www.wipo.int/web/emadrid/ 

※事後指定、国際登録の存続期間の更新、名義人の変更の記録の申請、商品役務の一覧表

の減縮に関する記録の申請、放棄の記録に関する申請、国際登録の取消の記録に関する申請、

代理人の選任・選任の記録の取消・代理人の名称等の変更の申請、名義人の名称・住所等の

変更の記録の申請、記録の更正の請求をeMadridにより行うことができます。 
 

２．手続の言語 

 

出願人（名義人）から国際事務局に対して行う手続は、国際登録出願の願書で使用した言語によ

り行います。 

 

３．署名 

 

出願人（名義人）が署名します。代理人が提出する場合は代理人が署名します。 

 

４．国際事務局への提出方法及び提出先 

 

国際事務局が定めた様式を用いた手続または書簡を作成して提出する手続の場合は、WIPO

ホームページのドキュメント・アップロード・サービスから、電子データのアップロードにより書類を送

信して下さい。 

 

＜Madrid System Document Upload＞ https://www3.wipo.int/madrid/document-upload/ 
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同サービスを利用して提出した場合は、受領した旨が送信者に通知されます。また、国

際事務局へ書類を送信した後は、WIPO が提供するオンライン・ツール Madrid Monitor

の realtime search (https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp?link=realtime_searc

h)により、国際事務局での処理のステータスを確認することができます。 
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第２節 国際事務局への手数料の納付 

 

１．国際事務局への手数料の納付 

 

（１）手続を行う者が支払う手数料 

手続を行う者は、第５章 第２節及び下記第３節に記載した額を国際事務局にあらかじめスイスフ

ランにより納付します。 

 

（２）国際事務局からの指令に基づき支払う手数料 

国際事務局からの「商品及びサービスの分類に関する欠陥通報」にある提案を受け入れることに

より、追加の手数料が発生することがあります。 

                                                  ［規則12（７）］ 

 

２．国際事務局の銀行口座 

※2025年7月1日から以下の口座情報に変更になりました。 

振込先銀行名： UBS SWITZERLAND AG 

銀行の所在地：     ZURICH, SWITZERLAND 

受取人の名称： WIPO 

受取人の住所： 34,chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20 Switzerland 

口座の番号 ： CH77 0024 0240 FP10 1035 6 

SWIFT code5: UBSWCHZH80A 

 

※振り込みに必要な情報は、予告なく変更される場合があります。最新情報はWIPOホーム

ページ 5．Bank Transferをご確認ください。 

WIPOホームページ：https://www.wipo.int/web/paying-for-ip-services/madrid-system-fees 

 

 

 

 

 
5 SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) code:銀行間通信用コード 
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第３節 国際事務局に対する主な手続 

 

以下の手続は国際事務局に直接行う手続であり、本国官庁（日本国特許庁）を経由して手続を行

うことはできません。 

 

各様式は、下記のWIPOホームページから入手できます。また、各手続の詳細や様式への入力方

法については、同ホームページに掲載されている「Notes on filing forms」をご参照ください。 

https://www.wipo.int/madrid/en/forms/  

 

１．商品及び役務の一覧表の減縮に関する記録の申請 【ＭＭＭＭ６６】 

 

（１）手続 

指定締約国（一部又は全部）に対する商品及び役務の一部を減縮する場合に申請します。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ：１７７ｽｲｽﾌﾗﾝ 

 

（３）効果 

指定締約国（一部又は全部）に対して商品及び役務を減縮することができるため、指定締約国か

ら発出された、「暫定的拒絶の通報」に対する応答とすることができます。 

（ただし、米国等の一部の指定締約国については、「商品及び役務の一覧表の減縮に関する記

録の申請（ＭＭ６）」を国際事務局に提出するだけではなく、指定締約国に対して直接応答するこ

とが推奨されています。） 

※各指定国における手続概要は下記サイトから入手可能です。 

Madrid Member Profiles Databases

（https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/selectmember） 

 

（４）注意点 

一通の申請書で、複数の国際登録に関する一種類の減縮のみ記録を請求することができます

（ただし、それらの複数の国際登録について、名義人が同一人であること、及び、全ての締約国又

は同一の締約国に同一の減縮が適用されることを条件とします）。減縮が一部の締約国について

異なる場合は、別の申請書により減縮の記録を申請しなければなりません。 

 

２．放棄の記録に関する申請 【ＭＭＭＭ７７】 

 

（１）手続 

一部の指定締約国（全指定締約国は認められない）に対する商品及び役務の全部を放棄する

場合に申請します（指定商品及び役務の一部放棄は認められません）。 

国際事務局は、当該申請を国際登録簿に記録し、効力を及ぼす指定締約国へ通報します。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ： 免除 

 

- 103 -



                                    第６章 国際事務局に対する手続 

 
                 

 

 

（３）効果 

一部の指定締約国に対する商品及び役務の全部が放棄されます。なお、保護を放棄した国を

再び事後指定することも可能です。また、一部の指定締約国に対して全ての指定商品及び役務を

放棄することは可能ですが、全ての指定締約国について指定商品及び役務を放棄することはでき

ません。全ての指定締約国において国際登録を無効にすることは下記のＭＭ８により行うことがで

きます。 

 

（４）注意点 

一通の申請書で、名義人が同一人である複数の国際登録に関する放棄の記録を請求すること

ができます（ただし、全ての国際登録について、放棄する指定締約国が同一であることを条件としま

す）。 

 

３．国際登録の取消の記録に関する申請 【ＭＭＭＭ８８】 

 

（１）手続 

全ての指定締約国（一部は認められない）に対する商品及び役務の一部又は全部を取消す場

合に申請します。 

国際事務局は、当該申請を国際登録簿に記録し、全ての指定国官庁へ通報します。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ： 免除 

 

（３）効果 

全ての商品及び役務を取り消すと、国際登録は国際登録簿から抹消されます。 

なお、国際登録簿から抹消された場合は、事後指定を行うことはできません。 

また、一部取消の場合も、取消した商品及び役務を再び事後指定することは認められません。 

 

（４）注意点 

全部取消（第３欄(a)）の請求である場合には、名義人が同一であることを条件として複数の国際

登録について一通の申請書により請求することができます。一方、一部取消（第３欄(b）の請求で

ある場合には、一通の申請書により、一件の国際登録に関する取消しのみ請求することができま

す。 
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○ＭＭＭＭ６６、、ＭＭＭＭ７７、、ＭＭＭＭ８８のの手手続続のの相相違違点点 

使用様式 手続 指定締約国 
指定商品 

及び役務 

国際登録簿

への効果 

事後指定の

可否 

ＭＭ６ 減縮 一部又は全部 一部 残存 可 

ＭＭ７ 放棄 一部のみ 全部のみ 残存 可 

ＭＭ８ 取消 全部のみ 一部又は全部 抹消 否 

   

 

４．名義人の氏名（名称）、住所（居所）、法人の法的性質の変更の記録に関する申請【ＭＭＭＭ９９】 

 

（１）手続 

名義人の氏名（名称）又は住所（居所）、出願人が法人である場合には法人の法的性質、法人が

設立された国を変更する場合に申請します。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料：１５０ｽｲｽﾌﾗﾝ 

 

（注）名義人の電話番号、Ｅメールアドレス、通信のための宛先を変更する場合は、WIPO のオンラ

インツール（eMadrid: https://www.wipo.int/web/emadrid/ ） の「Change Holder Details」から、または

「Contact Madrid（https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/）」 からオンラインで変更の請求するこ

とができます（手数料免除）。 

 

５．代理人の氏名（名称）又は住所（居所）の変更の記録に関する申請 【ＭＭＭＭ１１００】 

 

（１）手続 

代理人の氏名（名称）又は住所（居所）を変更する場合に申請します。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ： 免除 

 

 

６．代理人の選任 【ＭＭＭＭ１１２２】 

 

（１）手続 

新たに代理人を選任する場合は、本様式により選任の手続を行うことができます。名義人が同じ

である場合、ＭＭ１２の様式１枚で複数の国際出願又は国際登録の代理人の選任手続を行うこと

ができます。 

なお、国際登録出願（ＭＭ２）及び名義人変更（ＭＭ５）の申請において代理人を選任する場合

は、それぞれの様式にて代理人を選任することができます。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ： 免除 
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７．ライセンスの記録の申請 【ＭＭＭＭ１１３３】 

 

（１）手続 

指定締約国（留保国には認められない）に対する商品及び役務の一部又は全部のライセンスを

登録する場合に申請します。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ：                        １７７ｽｲｽﾌﾗﾝ 

 

（３）効果 

ライセンスは、 

①ライセンシーの氏名又は名称 

②指定締約国又は指定締約国の一部域内 

③商品及び役務の全部又は一部 

④ライセンス期間 

⑤ライセンスの種類（専用又は単独） 

等を国際登録簿に記録することができます。 

 

８．ライセンスの記録の修正の請求 【ＭＭＭＭ１１４４】 

 

（１）手続 

国際登録簿に記録されたライセンスに関して、記録された事項を修正する場合に申請します。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ：１７７ｽｲｽﾌﾗﾝ 

 

（３）効果 

国際登録簿に記録されたライセンスの内容を修正できます。 

 

９．ライセンスの記録の取消の請求 【ＭＭＭＭ１１５５】 

 

（１）手続 

国際登録簿に記録されたライセンスに関して、記録された事項を取消す場合に申請します。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ：免除 

 

（３）効果 

国際登録簿に記録されたライセンスに関する内容の全部又は一部を取消すことができます。 

 

１０．名義人の処分権の制限 【ＭＭＭＭ１１９９】 

 

（１）手続 

名義人の処分権を制限する場合に申請します。 
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（２）国際事務局へ支払う手数料 ：免除 

 

（３）効果 

国際登録簿に記載された名義人の処分権を制限することができます。 

 

１１．処理の継続の請求【ＭＭＭＭ２２００】 

 

（１）手続 

出願人又は名義人が規則１１（２）及び（３）、規則２０の２（２）、規則２４（５）（ｂ）、規則２６（２）、規則３

４（３）（ｃ）（iii）並びに規則３９（１）で規定された又は言及された期限のいずれかを遵守できなかった

場合に申請します。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ：２００ｽｲｽﾌﾗﾝ 

 

（３）効果 

国際事務局は処理を継続するとともに、国際登録簿にこの事実を記録し、その旨出願人または

名義人に通知します。 

 

１２．記録（国際登録簿）の更正請求【ＭＭＭＭ２２１１】 

 

（１）手続 

国際登録簿に誤りがある場合に、国際事務局に対して更正（correction）を請求することができま

す。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ： 免除 

 

（３）注意点 

官庁に起因する誤りについては、官庁から更正を請求し、国際登録簿における記録の公表日か

ら９ヶ月以内に国際事務局がその請求を受理しなければ、更正することができなくなります。また、

出願人（名義人）及び代理人に起因する誤りは更正請求の対象となりません。 

国際登録簿の誤りとされない場合や更正の効果等の詳細な内容については、「マドリッド制度に

関するガイド」第Ⅱ章の「国際登録の誤りの更正」箇所をご覧ください。 

 

１３．名義人の一部変更に起因する国際登録の併合の請求 【ＭＭＭＭ２２３３】 

 

（１）手続 

国際登録の名義人が、名義人の一部変更の記録に起因する国際登録の併合を請求する場合

に申請します。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ： 免除 
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（３）効果 

必要な要件を充足していれば、国際登録の併合の記録がなされます。 

 

１４．様式化されていない主な申請手続 

 

代理人の選任の記録の取消し請求                                             [規則3] 

 

国際登録簿における代理人の選任の記録を取り消す請求をすることができます。請求する書簡に

は、出願人、名義人又は代理人による署名又は押印が必要です。 

また、WIPO が提供するオンライン・ツール「eMadrid（https://www.wipo.int/web/emadrid/）：

Manage representative」から手続することも可能です。 

 

新たな代理人が選任されるとき、及び、名義人の変更が記録される場合であって新名義人により

新たな代理人が選任されないときは、国際事務局の職権により代理人の選任の記録が取り消されま

す。 

 

当該請求の効果等の詳細は、規則3（６）及び「マドリッド制度に関するガイド」第Ⅱ章の「代理人の

選任」をご覧ください。手続の原則については、本章第１節も併せてご覧ください。
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第４節 締約国の官庁に対する手続 

 

以下の手続は、締約国の官庁を通して国際事務局へ行う手続です。これら手続を、国際事務局へ

直接、又は、日本国特許庁（本国官庁）に対し行うことはできません。 

 

１．切替から生ずる事後指定 【ＭＭＭＭ１１６６】（欧州連合知的財産庁（ＥＵＩＰＯ）） 

 

（１）手続 

国際登録が欧州連合において、取下げ、拒絶、失効等保護が受けられない時に、欧州連合の加

盟国を指定した事後指定(通常の事後指定とは異なります。)に転換する場合に提出します。この書

面はＥＵＩＰＯへの直接提出となります。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ： 

（基本手数料）３００ｽｲｽﾌﾗﾝ＋付加手数料＋個別手数料 

個別手数料を受領する締約国のみを指定した場合は、上記の付加手数料の支払は不要です。 

 

（３）効果 

転換の申請が欧州連合商標規則により規定された期間内(取下げ、拒絶、失効等より３ヶ月以内)

に出願された場合、国際登録日（又は事後指定日）と同じ出願日が与えられます。（優先権又は優

先順位の主張も享受することができます） 

 

２．国際登録の分割の請求 【ＭＭＭＭ２２２２】（国際登録の分割にかかる締約国官庁） 

 

（１）手続 

国際登録の名義人が、指定締約国に関して国際登録の分割を請求する場合に申請します。 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ： １７７ｽｲｽﾌﾗﾝ 

 

（３）効果 

必要な要件を充足していれば、国際登録の分割の記録がなされます。また、請求書で明記された

商品及び役務、並びに関係締約国を唯一の指定締約国とした分割国際登録簿が作成されます。 

 

（４）注意点 

当該手続を日本国特許庁（指定国官庁）に対し行うことはできません。 

 

３．分割の記録に起因する国際登録の併合の請求 【ＭＭＭＭ２２４４】（分割された国際登

録に関係する締約国官庁） 

 

（１）手続 

国際登録の名義人が、分割の記録に起因する国際登録（分割国際登録）と分割元の国際登録

（親国際登録）との併合を請求する場合に申請します。 
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                                 第６章 国際事務局に対する手続 

 
              

 

 

 

（２）国際事務局へ支払う手数料 ： 免除 

 

（３）効果 

必要な要件を充足していれば、国際登録の併合の記録がなされます。 

 

（４）注意点 

当該手続を日本国特許庁（指定国官庁）に対し行うことはできません。 
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